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はじめに 

 

 

 

本企画を申請する東京コンテンツプロデューサーズ・ラボは、アニメと音楽の専門学校を運営する学校

法人大阪創都学園・CATグループを母体とし、コンテンツ分野におけるプロデューサー人材の育成機関

として 2008年に設立されました。 

クロスメディア化が進むアニメ、ゲーム、マンガ、デジタルコンテンツ、キャラクタービジネスなど分

野を横断、海外展開も視野に入れたコンテンツプロデューサーを育成する、日本で初めて、 

また世界的にも類を見ない「研究所=ラボ」として活動しています。 

当ラボでは、プロデューサー育成に著作権をはじめ知的財産の管理スキルが極めて重要と考え、昨年は、

国家資格である知財検定の実施機関・知的財産教育協会の協力を得て、慶応大学大学院メディアデザイ

ン研究科と共同でコンテンツプロデューサー向けの 知財教育のカリキュラムを開発、セミナーを実施

した実績もございます。 

また昨年、プロデューサーのパートナーとなるメディア芸術分野のクリエイターの育成に携わる学校に

も著作権をはじめ知財管理の教育を普及が必要と考え、文化庁の支援を受けて「メディア芸術分野の教

育機関におけるクリエイター向け知財教育実施状況調査とフォローアップ講座」を実施。この企画によ

り、メディア芸術分野の 教育機関における知財教育実施状況が明らかとなり、教員向けシンポジウム

や、学生向けのセミナーでは、メディア芸術のクリエイターにとっての知財教育の必要性が実証されま

した。 

この成果に支援いただきました文化庁には、当ラボ、知的財産教育協会はもちろんのこと、シンポジウ

ム、セミナー参加者も深く感謝しています。  

しかしながら、全国のメディア芸術関連の教育機関におけるクリエイター向けの知財教育の 実施状況

は、比較対照した工学系大学等に比べ著しく低く、教員向けシンポジウムでは「知財教育を導入したい

が、指導者がいない、教材がない」などの声も聞かれました。 

すなわち、昨年の企画実施によりメディア芸術関連教育機関での知財教育の普及はいまだ進んでおら

ず、フォローアップ講座でも、課題を抽出するところまでにとどまっている 現状が明らかになったの

です。 

そこで、当ラボでは、今年も知的財産教育協会の協力を得て、もう一歩進んだメディア芸術 関連教育

機関での知財教育の普及の機会となる施策として、メディア芸術各分野に特化した教材の開発・配布と、

これを用いたモデル的セミナーの実施を企画いたしました。この企画の中で昨年と比較できるように知

財教育実施状況のアンケート調査も行いました。  

メディア芸術分野の教育機関で、アーティスト・クリエイターの卵たちに、著作権をはじめ知財管理の

スキルを高める教育を普及していくため、今後も活動して参ります。 

 

 

 

平成 24年 11 月 

東京コンテンツプロデューサーズ・ラボ 
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事業概要 

 

１．事業名 

～24年度文化庁メディア芸術人材育成支援事業～ 

メディア芸術分野の教育機関への知財教育導入プロジェクト 

「知財教育の教材開発・配布とモデル的セミナー実施企画」 

 

２．実施団体 

【主催・事務局】 

東京コンテンツプロデューサーズ・ラボ 

 

【協力】 

一般社団法人知的財産教育協会 

 

3．事業目的 

昨年、メディア芸術分野のクリエイターの育成に携わる学校に、著作権をはじめ知財管理の教育を普及

が必要と考え、文化庁の支援を受けた東京コンテンツプロデューサーズ・ラボが「メディア芸術分野の

教育機関におけるクリエイター向け知財教育実施状況調査とフォローアップ講座」を実施いたしまし

た。 

この企画により、メディア芸術分野の教育機関における知財教育実施状況が、比較対照した工学系大学

等に比べ著しく低いことが明らかになりました。 

そのため本年は、もう一歩進んだメディア芸術関連教育機関への知財教育の普及を目的として、メディ

ア芸術各分野に特化した教材の開発・配布と、これを用いたモデル的セミナーの実施、昨年と比較でき

るように知財教育実施状況のアンケート調査を実施しました。 

 

4．事業実施内容 

平成 24 年 6 月～平成 24 年 11月に、下記のような事業を実施しました。 

【メディア芸術 4分野それぞれの特性を踏まえた知財教育教材の開発（6月～9月）】 

■8P程度の各分野の著作権はじめ知財管理スキル教育入門的内容の小冊子を作成 

【メディア芸術にかかわる教育機関に、モデル的講座実施告知・参加申し込みと、知財教育実施状況ア

ンケートとともに教材を配布（10月）】 

■文化庁調査のメディア芸術関連大学院・大学・短大・専門学校を補足した、アニメ、マンガ、ゲーム、

メディアアート４分野の教育機関 869コース・581 校に対して配布 

【モデル的講座実施（11月）】 

■アニメ、マンガ、ゲーム、メディアアートの４分野各９０分講座を実施 

【アンケート集計発表（11月）】 

■知財教育実施状況を昨年と比較した集計の発表 
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アンケートの実施及び集計分析結果 

 

1. アンケート調査の目的 
昨年度から継続して、メディア芸術分野の教育機関を対象に知財教育実施状況を把握するために調査

を実施。大学院・大学・短大・専門学校の教育機関内における知財教育について、現状や導入にあた

っての課題を含めた状況把握を目的として実施しました。 

 

2. 調査内容 
知財教育の実施状況・実施内容・実施意向について各教育機関の教務担当に回答いただきました。 

 

3. 調査の対象／方法 
全国のマンガ・アニメ・ゲーム・メディアアート等メディア芸術関連の教育を行う、大学院・大学・

短大・専門学校に対して実施しました。 

教材に送付したアンケート用紙、およびモデル的講座受付と同じ専用ＷＥＢページでアンケートの回

答を受け付けました。 

 

4. 調査実施年月日 
2012年 10月 17日～11月 10日 

 

5. 回答状況 

 下記は本アンケートに回答した教育機関が関わるメディア芸術分野の比率である。 
 

【１】貴学のメディア芸術にかかわる分野についてお教えください。

30%

22%
20%

21%

7%

アニメ

マンガ

ゲーム

メディアアート

その他
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6．アンケート調査結果と分析 
 

【２０１１年と２０１２年でのアンケート結果の比較】 

メディア芸術分野の教育機関における教員の現状の知財教育授業・講義の導入状況に対する認識につい

て問うた。その結果、「今後拡充の必要があると考えている」との意見が 2011 年度に比して 1.7倍以上

となっており、知財教育の必要性への意識が大きく高まっていることがわかった。しかし「知財教育に

関する授業・講義はない」との回答が 41%と 2011年度に比して 1.4倍と増加傾向にあり、実際の導入に

おいては必ずしも意識の高さが反映されていない状況が認められた。他の問いについては、「知財に関

して教えることができる教員がいる」「外部の専門家に講師を依頼することがある」の実際の教育人材

に関するものに対し、「わからない」との回答が大幅に増加しており、主に人材面について認識が曖昧

であることが認められた。 

 

 

 

【２０１２年度 各分野アンケート集計結果比較】 

 

■ 授業・講義の実施状況 

 

メディア芸術分野の教育機関において、アニメ、マンガ、ゲーム、メディアアート各分野それぞれにつ

いて、実際の授業・講義の実施状況を問うた。実施の有無については 4分野とも 7割前後とほぼ同率で

顕著な差はない状況であった。科目における特徴として、ゲーム、メディアアートの各分野は「必須科

目がある」「選択科目がある」の両問いを合わせて 55％前後と高い傾向にあり、専門知識の必要性を意

識した知財教育が実施されているとの推測ができる。また、授業・講義の時間数については、アニメ分

野が 11時間以上の授業数を設けている割合が 61％とかなり高く、他の 3分野は 40％台とほぼ同率であ

り、顕著な差は見受けられなかった。 

 

■ 人材についての状況 

メディア芸術分野の教育機関において、アニメ、マンガ、ゲーム、メディアアート各分野それぞれにつ

いて、教育に必要な人材について問うた。その結果、現状の学内での人材確保状況においては各分野で

顕著な差は見られず、マンガの 70％を筆頭に各分野 60％前後の教育機関で確保ができていることがわ

かった。特にマンガ分野においては「人材がいない」の割合ももっとも低かったことから各分野の中で

人材面での充実が推測される結果であった。 

 

 

■ 現状認識について 

 

メディア芸術分野の教育機関において、アニメ、マンガ、ゲーム、メディアアート各分野それぞれにつ

いて、現状の認識について問うた。その結果、4分野すべてにおいて、「今後拡充の必要がある」との回

答の割合が顕著に高く、知財教育の必要性への意識が高いことが明らかになった。他の問いからの傾向 

も合わせたうえで読み取れることとして、必要性は認めており意識は高くなってはいるが、現実面では

人材や授業時間の確保といった実施に際しての課題があり、導入状況について目覚ましい進歩を見るこ

とが難しい状況であることが推測される。 
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『2011年と 2012年でのアンケート結果の比較』 

◆問１：貴学では知的財産に関する授業・講義を行っていますか。 

【1】貴学では知的財産に関する授業・講義を行っていらっしゃいますか。【２０１２】

20%

25%

14%

41%

必須科目がある 

選択科目としてある

総合的な科目の中に項目がある

知的財産に関する授業・講義はない

 
 

【1】貴学では知的財産に関する授業・講義を行っていらっしゃいますか。【２０１１】

20%

22%

29%

29% 必須科目がある 

選択科目としてある

総合的な科目の中に項目がある

知的財産に関する授業・講義はない

 
 

 

【分析】 

「必須科目がある」と回答した割合は 20%で前年度と変わらなかった。「選択科目としてある」と回答し

た割合は 22%から 25%へと増加した。しかし「総合的な科目に中に項目がある」と回答した割合は 29%

から 14%に大きく減尐し、「知的財産に関する授業・講義はない」と回答した割合も 29%から 41%に増加

した。そのため、全体では知的財産に関する授業の割合は若干減尐しているという結果になった。 
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◆問２：質問【１】で「ある」とお答えの学校に伺います。知的財産に関する授業・講義を選択した学

生は、何時間の学習が可能ですか？ 

【２】上記で「ある」とお答えの学校に伺います。 知的財産に関する授業・講義を選択した学生
は、何時間の学習が可能ですか？【２０１２】

19%

19%

26%

36%

1限～４限（９０分～６時間）

４限～８限（６時間～１単位【11時間】）　

1単位【１１時間】以上

２単位【２２時間】以上

 
 

【２】上記で「ある」とお答えの学校に伺います。 知的財産に関する授業・講義を選
択した学生は、何時間の学習が可能ですか？【２０１１】

33%

41%

13%

13%

11時間(1単位)未満

11時間(1単位)以上22時間(2単位)未満

22時間(2単位)

22時間(2単位)以上

 
 

 

【分析】 

22 時間以上の授業を設けている割合が 26%で昨年と同率、11 時間以上の授業を持つ割合は 41%から

38%と微減。総じて、授業時間については大きな変化はないという傾向が読み取れる結果になった。 

※最尐単位の項目は 2011 年は 11 時間未満、2012 年は 6 時間未満と単位に相違があるため分析対象外

とした。 
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◆問３：貴学には知的財産に関して教えることができる教員がいますか。 

【３】貴学には知的財産に関して教えることができる教員がいますか。【２０１２】

20%

36%

24%

20%

必要なだけ人数がいる

不十分だがいる

いない

わからない

 
 

【３】貴学には知的財産に関して教えることができる教員がいますか。【２０１１】

26%

35%

30%

9%

必要なだけ人数がいる

不十分だがいる

いない

わからない

 
 

 

【分析】 

「わからない」との回答が 9%から 20%に増加。また、「知財教育に必要なだけ人数がいる」割合が 26%

から 20%に減尐。このことより、知財教育に対する姿勢がやや消極的になってきている可能性が読み取

れる結果となった。 
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◆問４：貴学では外部の知的財産の専門家に講師を依頼することがありますか。 

【４】貴学では外部の知的財産の専門家に講師を依頼することがありますか。【２０１２】

23%

33%

44%

ある

ない

わからない

 
 

【４】貴学では外部の知的財産の専門家に講師を依頼することがありますか。【２
０１１】

30%

53%

17%

ある

ない

わからない

 
 

 

【分析】 

「外部の専門家に依頼することはない」の回答が 55%から 33%に大幅に減尐していることから、外注の

検討も視野に入れるという必要度への意識の高さが読み取れるが、一方、「わからない」の割合が 17%

から 44%へ増加している状況から、学内での知財教育への姿勢が曖昧になっている可能性が読み取れる

結果となった。 
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◆問５：貴学の知財教育に対する現状認識であてはまるものをお選びください。 

【５】貴学の知財教育に対する現状認識であてはまるものをお選びください。【２０１２】

16%

57%

11%

12%
4%

現状で十分あると考える

今後拡充する必要があると考えている

知財教育のカリキュラムをどのように作成すればよいかわから
ない

知財教育を担当する教員がいない　どのレベルの知財教育を
目指せばよいかわからない

その他

 
 

【５】貴学の知財教育に対する現状認識であてはまるものをお選びください。【２０１１】

18%

33%29%

20%
0%

現状で十分あると考える

今後拡充する必要があると考えている

知財教育のカリキュラムをどのように作成すればよ
いかわからない
知財教育を担当する教員がいない　どのレベルの
知財教育を目指せばよいかわからない
その他

 
 

 

【分析】 

顕著な変化は、「今後拡充する必要がある」が 33%から 57%へ大幅増加している点である。「現状で十分

である」との認識は 18%から 16%と大きな変化は見られないが、総じて、知財教育の必要性への意識は

大きく高まっていることが読み取れる結果となった。 
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『2012年度 各分野アンケート集計結果比較』 

◆問１：貴学では知的財産に関する授業・講義を行っていますか。 

【1】貴学では知的財産に関する授業・講義を行っていらっしゃいますか。【アニメ】

16%

22%

29%

33%

必須科目がある 

選択科目としてある

総合的な科目の中に項目がある

知的財産に関する授業・講義は
ない

 

【1】貴学では知的財産に関する授業・講義を行っていらっしゃいますか。【マンガ】

26%

15%

22%

37%

必須科目がある 

選択科目としてある

総合的な科目の中に項目がある

知的財産に関する授業・講義は
ない

 

【1】貴学では知的財産に関する授業・講義を行っていらっしゃいますか。【ゲーム】

29%

25%13%

33%
必須科目がある 

選択科目としてある

総合的な科目の中に項目がある

知的財産に関する授業・講義は
ない

 

【1】貴学では知的財産に関する授業・講義を行っていらっしゃいますか。【メディアアート】

24%

32%8%

36%
必須科目がある 

選択科目としてある

総合的な科目の中に項目があ
る

知的財産に関する授業・講義は
ない

 
 

【分析】 

各分野教育機関での知的財産に関する授業・講義について、「必須科目がある」の割合はゲーム、マン

ガ、メディアアート、アニメの順。アニメとマンガは「総合的な科目の中に項目がある」割合が 29%、

22%と高い傾向にあることから、広く知識としての知財教育が行われていることが読み取れる。対して、

ゲームとメディアアートは「必須科目がある」「選択科目がある」を合わせると 54%、56%と高い割合

を占めていることから、専門的な知識を必要と認識して知財教育が実施されている可能性が読み取れる

結果となった。 
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◆問２：質問【１】で「ある」とお答えの学校に伺います。知的財産に関する授業・講義を選択した学

生は、何時間の学習が可能ですか？ 

【２】上記で「ある」とお答えの学校に伺います。 知的財産に関する授業・講義を
選択した学生は、何時間の学習が可能ですか？【アニメ】

12%

22%

37%

29%
1限～４限（９０分～６時間）

４限～８限（６時間～１単位【11時
間】）　

1単位【１１時間】以上

２単位【２２時間】以上

 

【２】上記で「ある」とお答えの学校に伺います。 知的財産に関する授業・講義を
選択した学生は、何時間の学習が可能ですか？【マンガ】

29%

24%12%

35%
1限～４限（９０分～６時間）

４限～８限（６時間～１単位【11時
間】）　

1単位【１１時間】以上

２単位【２２時間】以上

 

【２】上記で「ある」とお答えの学校に伺います。 知的財産に関する授業・講義を
選択した学生は、何時間の学習が可能ですか？【ゲーム】

30%

29%

12%

29% 1限～４限（９０分～６時間）

４限～８限（６時間～１単位【11
時間】）　

1単位【１１時間】以上

２単位【２２時間】以上

 

【２】上記で「ある」とお答えの学校に伺います。 知的財産に関する授業・講義を
選択した学生は、何時間の学習が可能ですか？【メディアアート】

28%

24%

24%

24%
1限～４限（９０分～６時間）

４限～８限（６時間～１単位【11時
間】）　

1単位【１１時間】以上

２単位【２２時間】以上

 
 

【分析】 

「1 単位以上」「2 単位以上」と長い授業時間を設けている割合はアニメ、メディアアート、マンガ、ゲ

ームの順。一方、「11 時間未満」の授業時間を持っている割合はゲーム、マンガ、メディアアート、ア

ニメの順。アニメ、メディアアートは、専門的に知財教育を実施しており、ゲーム、マンガは広く知識

としての知財教育が行われている可能性が読み取れる結果となった。
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◆問３：貴学には知的財産に関して教えることができる教員がいますか。 

【３】貴学には知的財産に関して教えることができる教員がいますか。【アニメ】

18%

42%

25%

15%
必要なだけ人数がいる

不十分だがいる

いない

わからない

 

【３】貴学には知的財産に関して教えることができる教員がいますか。【マンガ】

22%

48%

19%

11%

必要なだけ人数がいる

不十分だがいる

いない

わからない

 

【３】貴学には知的財産に関して教えることができる教員がいますか。【ゲーム】

25%

41%

21%

13%

必要なだけ人数が
いる
不十分だがいる

いない

わからない

 

【３】貴学には知的財産に関して教えることができる教員がいますか。【メディアアート】

12%

48%

16%

24%

必要なだけ人数がいる

不十分だがいる

いない

わからない

 
 

【分析】 

「必要なだけ人数がいる」「不十分だがいる」を合わせた割合は、マンガ、ゲーム、アニメとメディア

アートは同率の順。マンガは「必要なだけ人数がいる」「不十分だがいる」を合わせた割合が 70%とか

なり高く、「いない」の割合も 19%と尐ないことから知財教育の教員数に関してはもっとも充実してい

ることが読み取れる結果となった。
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◆問４：貴学では外部の知的財産の専門家に講師を依頼することがありますか。 

【４】貴学では外部の知的財産の専門家に講師を依頼することがありますか。【アニメ】

42%

23%

35% ある

ない

わからな
い

 

【４】貴学では外部の知的財産の専門家に講師を依頼することがありますか。【マンガ】

37%

30%

33%

ある

ない

わからない

 

【４】貴学では外部の知的財産の専門家に講師を依頼することがありますか。
【ゲーム】

42%

25%

33%

ある

ない

わからな
い

 

【４】貴学では外部の知的財産の専門家に講師を依頼することがありますか。【メディアアート】

36%

20%

44% ある

ない

わからない

 
 

【分析】 

アニメとゲームが「ある」の割合が 42%で同率、マンガとメディアアートは 37%、36%とほぼ同じ。 

「ない」の割合はメディアアートが 20%と最も低いことから、メディアアートは外部の専門家の必要性

をもっとも認めているという可能性が読み取れる結果となった。 
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◆問５：貴学の知財教育に対する現状認識であてはまるものをお選びください。 

【５】貴学の知財教育に対する現状認識であてはまるものをお選びください。【アニメ】

18%

60%

11%

9% 2%
現状で十分あると考える

今後拡充する必要があると考えている

知財教育のカリキュラムをどのように作成すれ
ばよいかわからない
知財教育を担当する教員がいない　どのレベ
ルの知財教育を目指せばよいかわからない
その他

 

【５】貴学の知財教育に対する現状認識であてはまるものをお選びください。【マンガ】

23%

54%

10%

13% 0%
現状で十分あると考える

今後拡充する必要があると考えている

知財教育のカリキュラムをどのように作成す
ればよいかわからない
知財教育を担当する教員がいない　どのレベ
ルの知財教育を目指せばよいかわからない

その他

 

【５】貴学の知財教育に対する現状認識であてはまるものをお選びください。【ゲーム】

19%

55%

7%

19%
0%

現状で十分あると考える

今後拡充する必要があると考えている

知財教育のカリキュラムをどのように作成すれ
ばよいかわからない

知財教育を担当する教員がいない　どのレベ
ルの知財教育を目指せばよいかわからない

その他

【５】貴学の知財教育に対する現状認識であてはまるものをお選びください。【メディアアート】

14%

65%

7%

14% 0% 現状で十分あると考える

今後拡充する必要があると考えている

知財教育のカリキュラムをどのように作成すれ
ばよいかわからない

知財教育を担当する教員がいない　どのレベ
ルの知財教育を目指せばよいかわからない

その他

 

 

【分析】 

アニメ、マンガ、ゲーム、メディアアート、すべての分野において、「今後拡充する必要がある」の割

合が圧倒的に多い。特にメディアアートは 65%を占めており、「現状で十分である」を含めると 79%の

割合となり、知財教育の浸透度が最も高い分野である可能性が読み取れる結果となった。
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メディア芸術 4分野それぞれの特性を踏まえた知財教育教材の開発 

 

マンガ・アニメ・ゲーム・メディアアート４分野のメディア芸術において、専門的な見地に立った監

修と各分野のアーティスト・クリエイター、プロデューサーやキュレーター、研究者による企画の体

制で開発しました。８ページの小冊子の仕様とし、教員がこの教材からヒントを得て自らカリキュラ

ムを組み立て、学生が知財管理の知識に関して自習できる、発展的な教材としました。 

 

1. 教材開発の目的 

マンガ・アニメ・ゲーム・メディアアート４分野のメディア芸術関連の教育機関で学ぶ学生、それぞ

れの学習・研究や作品制作、将来の進路に直結したテーマを設定、教育にあたる教員にも使いやすく 

学生にもわかりやすい内容とすることを目的としました。 

 

2. 教材の概要 

【各分野共通テーマ】 

「メディア芸術の著作権、知的財産としてのメディア芸術」 

企画を担う、アニメ、マンガ、ゲーム、メディア-トの分野のアーティスト・クリエイター、プロデュ

ーサー、キュレーター、研究者が、各分野の創作やビジネス、学生の学習・研究や作品制作、将来の

進路に密着した知財管理の問題を抽出、これに専門的な見地に立った監修が応える形式の教材としま

した。 

 

【アニメ分野教材】 

タイトル：「知的財産教育のすゝめ アニメ業界編」 

監修：知的財産教育協会 

上沼紫野[虎ノ門南法律事務所弁護士/モバイルコンテンツ審査・運用監視機構事務局長/慶應義

塾大学大学院メディアデザイン研究科講師（非常勤）] 

企画：山本寛[アニメーション監督（代表作『かんなぎ』『らきすた』等）] 

竹内宏影[プロデューサー（代表作『アニマトリックス』『昭和物語』等）] 

 

【マンガ分野教材】 

タイトル：「知的財産教育のすゝめ マンガ業界編」 

監修：知的財産教育協会 

上沼紫野[虎ノ門南法律事務所弁護士/モバイルコンテンツ審査・運用監視機構事務局長/慶應義

塾大学大学院メディアデザイン研究科講師（非常勤）] 

企画：里中満智子[マンガ家（代表作『天上の虹』『アリエスの乙女たち』等。大阪芸術大学教授、知

的財産戦略本部委員）] 

八窪頼明[編集者（『ビッグコミック』『小学五年生』『ちゃお』などの編集長を歴任）] 
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【ゲーム分野教材】 

タイトル：「知的財産教育のすゝめ ゲーム業界編」 

監修：知的財産教育協会 

上沼紫野[虎ノ門南法律事務所弁護士/モバイルコンテンツ審査・運用監視機構事務局長/慶應義

塾大学大学院メディアデザイン研究科講師（非常勤）] 

企画：飯田和敏[ゲームクリエイター（代表作に『アクアノートの休日』、『巨人のドシン』）] 

川口洋司[日本オンラインゲーム協会事務局長・コラボ代表取締役] 

協力：日本オンラインゲーム協会 

 

【メディアアート分野教材】 

タイトル：「知的財産教育のすゝめ メディアアート編」 

監修：知的財産教育協会 

上沼紫野[虎ノ門南法律事務所弁護士/モバイルコンテンツ審査・運用監視機構事務局長/慶應義

塾大学大学院メディアデザイン研究科講師（非常勤）] 

企画：八谷和彦[メディアアーティスト（代表作『ポストペット』、『オープンスカイ」』等）] 

森山朊絵[東京都現代美術館キュレーター（東京都現代美術館学芸員・東京大学情報学環非常勤

講師）] 
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3. 各分野教材の内容 

【アニメ分野教材】 
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【マンガ分野教材】 
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【ゲーム分野教材】 
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【メディアアート分野教材】 
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4. 各分野教材の配布状況 

文化庁調査の教育機関リストを基に作成したメディア芸術関連の教育を行うマンガ・アニメ・ゲーム・

メディアアートそれぞれの学科やコースごとに、モデル的講座実施告知・参加申し込みと知財教育実施

状況アンケートとともに、分野に合った教材を１０部ずつ送付しました。 

       

発送を行ったマンガ・アニメ・ゲーム・メディアアート等メディア芸術関連の教育機関学校数 

        大学（大学院・短大含む） 196 校 

        専門学校         385 校 

  合計       581校 

 

 配布数：アニメ分野       220コース×10冊＝2200部 

     マンガ分野       187コース×10冊＝1870部 

     ゲーム分野       177コース×10冊＝1770部 

     メディアアート分野   285コース×10冊＝2850部 

  合計    869コース×10冊＝8690部 

 

教材の発送と同時にこの教材を使ったモデル的講座の開催案内、参加募集とアンケートへの回答を募り、

講座への参加申込み及びアンケート回答は専用ＷＥＢページとＦＡＸで受け付けました。 
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モデル的講座の実施 
アニメ、マンガ、ゲーム、メディアアートの分野で教材を用いて実際にどのように知財教育を行うの

か、教材を企画した各分野のアーティスト・クリエイター、プロデューサーやキュレーター、研究者

が講師となって、教員に対してモデル的な講座を行いました。教材の配布時に分野別の４つの講座そ

れぞれに申し込みを受け付けました。 

 

1. 実施目的 

教材を企画した各分野のアーティスト・クリエイター、プロデューサーやキュレーター、研究者が講

師となって、教員に対しては教材を用いて実際にどのように知財教育を行うのか、また学生に対して

は自分が目指す、アニメ、マンガ、ゲーム、メディアアートの分野がどのように著作権や知財にかか

わるのかについて解説を行う、モデル的な講座を実施しました。 

 

2．実施概要 

開催日時：2012 年 11 月 10 日（土）13：30～17：00 

2012 年 11月 11 日（日）13：30～17：00 

会場：東京コンテンツプロデューサーズ・ラボ 

【アニメビジネスにとっての知的財産権とは？】 

参加者数：27名 

【マンガに関わる知的財産権とは？】 

参加者数：25名 

【ゲームビジネスにとっての知的財産権とは？】 

参加者数：20名 

【メディアアートにとっての知的財産権とは？】 

参加者数：19名 
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3．モデル的講座の構成/概要 

【アニメビジネスにとっての知的財産権とは？】 

2012年 11月 10 日（土）13：30～15：00 

時間 講演タイトル 登壇者 内容 

13：30～ 

（5分） 

 

開会あいさつ 吉原浩一 

[東京コンテンツプロデュー

サーズ・ラボ 代表取締役社

長] 

本講座を含む当事業の趣旨の

説明 

13：35～ 

（5 分） 

プログラム紹介 

アンケート中間報告 

小野打恵 

[東京コンテンツプロデュー

サーズ・ラボ ゼネラルマネ

ージャー] 

アンケートの中間報告および

ビジネス・教育の場で求めら

れる知財教育についての問題

提起 

13：40～ 

（45分） 

アニメビジネスにと

っての知的財産とは 

山本寛 

[アニメーション監督（代表

作『かんなぎ』『らきすた』

等）] 

竹内宏影  

[プロデューサー（代表作

『アニマトリックス』『昭

和物語』等）] 

上沼紫野 

[虎ノ門南法律事務所弁護

士/モバイルコンテンツ審

査・運用監視機構事務局長/

慶應義塾大学大学院メディ

アデザイン研究科講師（非

常勤）] 

教材に沿って MCが質問をし、

それに対してアニメビジネス

の現場での知的財産の活用に

ついて事例を挙げながら説

明、及び挙げられた事例につ

いて法律家の立場からの解説 

14：25～ 

（20分） 

クリエイター、プロ

デューサーそれぞれ

にとっての知的財産

を守る知識 

上沼紫野 

[虎ノ門南法律事務所弁護

士/モバイルコンテンツ審

査・運用監視機構事務局長/

慶應義塾大学大学院メディ

アデザイン研究科講師（非

常勤）] 

教材の「職種別それぞれの知

的財産の知識」について解説 

14：45～ 

（15分） 

「知的財産管理技能

検定」の活用 

近藤泰祐 

[知的財産教育協会事業部

長] 

知的財産管理技能検定の実施

の状況と成果を報告、そのあ

り方について解説 

15：00 第一部閉会   
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【マンガに関わる知的財産権とは？】 

2012年 11月 10 日（土）15：30～15：00 

時間 講演タイトル 登壇者 内容 

15：30～ 

（5 分） 

開会あいさつ 吉原浩一 

[東京コンテンツプロデュー

サーズ・ラボ 代表取締役社

長] 

本講座を含む当事業の趣旨の

説明 

15：35～ 

（5 分） 

プログラム紹介 

アンケート中間報

告 

小野打恵 

[東京コンテンツプロデュー

サーズ・ラボ ゼネラルマネ

ージャー] 

アンケートの中間報告および

ビジネス・教育の場で求めら

れる知財教育についての問題

提起 

15：40～ 

（45分） 

マンガに関わる知

的財産とは 

八窪頼明 

[編集者（『ビッグコミック』

『小学五年生』『ちゃお』な

どの編集長を歴任）] 

上沼紫野 

[虎ノ門南法律事務所弁護士

/モバイルコンテンツ審査・

運用監視機構事務局長/慶應

義塾大学大学院メディアデ

ザイン研究科講師（非常勤）] 

教材に沿って MCが質問をし、

それに対してマンガビジネス

の現場での知的財産の活用に

ついて事例を挙げながら説

明、及び挙げられた事例につ

いて法律家の立場からの解説 

16：25～ 

（20分） 

漫画家、編集者それ

ぞれにとっての知

的財産を守る知識 

上沼紫野 

[虎ノ門南法律事務所弁護士

/モバイルコンテンツ審査・

運用監視機構事務局長/慶應

義塾大学大学院メディアデ

ザイン研究科講師（非常勤）] 

教材の「職種別それぞれの知

的財産の知識」について解説 

16：45～ 

（15分） 

「知的財産管理技

能検定」の活用 

近藤泰祐 

[知的財産教育協会事業部

長] 

知的財産管理技能検定の実施

の状況と成果を報告、そのあ

り方について解説 

16：50 第二部閉会   
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【ゲームビジネスにとっての知的財産権とは？】 

2012年 11月 11 日（日）13：30～15：00 

時間 講演タイトル 登壇者 内容 

13：30～ 

（5分） 

 

開会あいさつ 吉原浩一 

[東京コンテンツプロデュー

サーズ・ラボ 代表取締役社

長] 

本講座を含む当事業の趣旨の

説明 

13：35～ 

（5 分） 

プログラム紹介 

アンケート中間報告 

小野打恵 

[東京コンテンツプロデュー

サーズ・ラボ ゼネラルマネ

ージャー] 

アンケートの中間報告および

ビジネス・教育の場で求めら

れる知財教育についての問題

提起 

13：40～ 

（45分） 

ゲームビジネスにと

っての知的財産とは 

飯田和敏 

[ゲームクリエイター（代表

作に『アクアノートの休

日』、『巨人のドシン』）] 

上沼紫野] 

[虎ノ門南法律事務所弁護

士/モバイルコンテンツ審

査・運用監視機構事務局長/

慶應義塾大学大学院メディ

アデザイン研究科講師（非

常勤）] 

教材に沿って MCが質問をし、

それに対してゲームビジネス

の現場での知的財産の活用に

ついて事例を挙げながら説

明、及び挙げられた事例につ

いて法律家の立場からの解説 

14：25～ 

（20分） 

クリエイター、プロ

デューサーそれぞれ

にとっての知的財産

を守る知識 

上沼紫野 

[虎ノ門南法律事務所弁護

士/モバイルコンテンツ審

査・運用監視機構事務局長/

慶應義塾大学大学院メディ

アデザイン研究科講師（非

常勤）] 

教材の「職種別それぞれの知

的財産の知識」について解説 

14：45～ 

（15分） 

「知的財産管理技能

検定」の活用 

小野打恵 

[東京コンテンツプロデュー

サーズ・ラボ ゼネラルマネ

ージャー] 

知的財産管理技能検定の実施

の状況と成果を報告、そのあ

り方について解説 

15：00 第一部閉会   
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【メディアアートにとっての知的財産権とは？】 

2012年 11月 11 日（日）15：30～17：00 

時間 講演タイトル 登壇者 内容 

15：30～ 

（5 分） 

開会あいさつ 吉原浩一 

[東京コンテンツプロデュー

サーズ・ラボ 代表取締役社

長] 

本講座を含む当事業の趣旨の

説明 

15：35～ 

（5 分） 

プログラム紹介 

アンケート中間報

告 

小野打恵 

[東京コンテンツプロデュー

サーズ・ラボ ゼネラルマネ

ージャー] 

アンケートの中間報告および

ビジネス・教育の場で求めら

れる知財教育についての問題

提起 

15：40～ 

（45分） 

メディアアートに

関わる知的財産と

は 

八谷和彦 

[メディアアーティスト（代

表作『ポストペット』、『オ

ープンスカイ」』等）] 

森山朊絵 

[東京都現代美術館キュレー

ター（東京都現代美術館学芸

員・東京大学情報学環非常勤

講師）] 

上沼紫野 

[虎ノ門南法律事務所弁護士

/モバイルコンテンツ審査・

運用監視機構事務局長/慶應

義塾大学大学院メディアデ

ザイン研究科講師（非常勤）] 

教材に沿って MCが質問をし、

それに対してメディアアート

の現場での知的財産の活用に

ついて事例を挙げながら説

明、及び挙げられた事例につ

いて法律家の立場からの解説 

16：25～ 

（20分） 

アーティスト、キュ

レーターそれぞれ

にとっての知的財

産を守る知識 

上沼紫野 

[虎ノ門南法律事務所弁護士

/モバイルコンテンツ審査・

運用監視機構事務局長/慶應

義塾大学大学院メディアデ

ザイン研究科講師（非常勤）] 

教材の「職種別それぞれの知

的財産の知識」について解説 

16：45～ 

（15分） 

「知的財産管理技

能検定」の活用 

小野打恵 

[東京コンテンツプロデュー

サーズ・ラボ ゼネラルマネ

ージャー] 

知的財産管理技能検定の実施

の状況と成果を報告、そのあ

り方について解説 

17：00 第二部閉会   
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3．モデル的講座 登壇者・内容 

 

【主催者挨拶・開催趣旨説明、アンケート中間報告】 

・登壇者 

吉原浩一 

[東京コンテンツプロデューサーズ・ラボ 代表取締役社長] 

 

・議事録 

<<吉原 

今回のセミナーの趣旨について。 

セミナーは、文化庁の人材育成事業の一環である。 

このセミナーは今回で 4回目になる。 

前 3 回においては、 

1.知的財産教育の実態調査。 

2.実態に基づくフォローアップ。 

3.アンケートを踏まえた教材作り。 

を行ってきた。 

今回は、知財教育のハウツーについてモデル的に紹介する。 

知財教育の重要性の認識は広がっており、また国家資格の導入があった。 

国が知的財産の重要性を認識していることは明白である。 

 

 

<<小野打 

アンケートの中間集計を報告する。 

アニメ、漫画、ゲーム、メディアアートの知財教育の導入状況に関しての問いに対して。 

5 割が行っており、4割程が外部の専門家を招いて講義授業を実施している。 

拡充の必要性を 5 割以上の教育者が感じている、との結果が見られた。 

結果からも、クリエイターといえど著作権を始めとした権利についての知識を要する状況にあるとい

える。 
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【アニメビジネスにとっての知的財産権とは？】 

・登壇者 

山本寛 

[アニメーション監督（代表作『かんなぎ』『らきすた』等）] 

竹内宏影  

[プロデューサー（代表作『アニマトリックス』『昭和物語』等）] 

上沼紫野 

[虎ノ門南法律事務所弁護士/モバイルコンテンツ審査・運用監視機構事務局長/慶應義塾大学大学院メ

ディアデザイン研究科講師（非常勤）] 

・司会 

小野打恵 

[東京コンテンツプロデューサーズ・ラボ ゼネラルマネージャー] 

 

・議事録 

<<小野打 

監修に携わった 3 人の紹介をする。 

1.上沼紫野/弁護士 

知的財産権に関するエキスパートである。 

今回は法律という観点からテキストの監修にあたってもらった。 

2.竹内宏彰/プロデューサー 

出資者であるプロデューサーとして、現場の状況を伺う。 

3.山本寛/監督。 

制作者である監督として、現場の状況を伺う。 

知財教育について、1 ページ目から見てゆく。 

 

>>上沼さん 

アニメの著作権は誰のものか。マンガの場合には著作権が誰に寄与しているかが明白だが、アニメは

複雑に思える。 

 

<<上沼 

著作権は、物を作った人が作ったときから所有する権利である。が、映像に関しては例外である。た

くさんの人が関わるからである。 

著作権には著作者と制作者との二通りが考えられる。条文には「全体的創作に寄与した人が権利を要

する」とある。基本的には監督が著作者であるが、会社が著作者となる場合は例外である。映画の場

合には「制作者=お金を出した人」という図式が成立し、お金を出した人が著作権を有することになる。 

つまり、出資者の集団である製作委員会が著作権を持つ。たいていの場合には監督や、監督が所属す

る会社が権利を持つ。 
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<<小野打 

>>竹内さん 

経験上、プロデューサーという立場からどうか。 

 

<<竹内 

今現在アニメーションの現場で働く身である。集英社で様々に会社が集まって協賛する形式を経験し、

後に独立した。委員会方式、単独出資の両つに携わった。出資者には窓口権があり、窓口権は会社が

所有する。 

1.委員会方式の場合。 

攻殻機動隊の例でいえば、スタジオが作品制作した。DVD は○○社、おもちゃは××社、ゲームは△

△社というように、出資の窓口をそれぞれのメディア会社で持つ。このことを窓口権という。 

2.個人クリエイターの作品の場合 

お金を出した会社が権利を保有する。作者の権利関係については話し合いで決定する。委員会方式は

日本固有の特殊な形であり、外国には見られない。 

 

<<小野打 

>>山本 

制作者の代表として山本さん。ビジネス的にはお金を出した人間に権利が有するが。 

 

<<山本 

原作付きの場合はやとわれ監督となる。監督者としての権利を主張することは、アニメでは不可能。

アニメにおいて監督の立場は弱く、スタッフは末端に至るまで経済的に厳しい。 

 

<<小野打 

作品全体を構成した場合には、権利や利益などはどうなるのか。 

 

<<山本 

実写の場合は監督印税が保障されるが、アニメの場合には保障されていない。オリジナルの作品を制

作した場合には、監督は権利の主張ができる。しかしながら、うまく行かない。アニメは多数の人間

が制作に携わるためお金が必要である。そのため、多くの出資者が必要である。政策委員会形式の弊

害はここにある。形にするために、この監督に権利を有するということを主張できる状況ではない。 

 

<<小野打 

企画段階でのアイデアを保守することは難しい。形になっていないからである。 

>>上沼 

法的な解釈としては如何か。 
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<<上沼 

映画の場合は、制作段階での契約による。映画の原作者と、映画の監督者が別の場合は、著作権は別

になる。監督が原作を作っていれば権利の主張は可能であるが、原作買取の場合は主張が困難である。 

アイデア、原案については著作権による保障はない。課題として、アイデア保護についてあらかじめ

考える必要がある。 

 

<<小野打 

>>山本 

違法行為の例として 

1.インターネット上でアニメを多言語字幕で勝手にアップロードする 

2.別音楽をつけクリッピングしてアップロード 

という事例があるが、山本さんに経験があるか 

 

<<山本 

この状況はもちつもたれつである。重要なのは、互いにリスペクトをし合っていることである。そこ

に自分のオリジナリティがあるかどうかが重要であると思う。制作をする場合、自身の過去の経験や

知識の蓄積に基づいて物語やキャラクターを創作する。逆説的になるが、真のオリジナルが認められ

るのかは疑問である。パロディやオマージュならずとも、誰かの何かの作品に似てしまうのは仕方が

ないこと。であるからこそ、表現者としての礼節として知財に関する権利を理解しておく必要がある 

 

<<小野打 

>>竹内 

プロデューサーとしてはどうか、見つけた時にはどうするか。 

 

<<竹内 

完パケという状況で、そのような経験がある。絵コンテはラフ画なのだが、有名な写真集をそのまま

使用しているのを発見した。作中に 20件以上のトレースがあり、作品はお蔵入りになった。オマージ

ュと模写は異なる。初音ミクのように権者がオープンにしている場合とは別である。似てしまった、

というのは構わないが。 

 

 

<<小野打 

方法として、スキャンなどで取り入れるのは簡単だが。 

 

<<上沼 

人の表現をまねることは、著作権の侵害に当たる。結果として同じになったことは構わないし、自分

で取材して制作したのならば侵害には当たらない。しかしながら、人の物を真似て制作するならば侵

害に当たる。どんな影響を与えるかに関わらず著作権は働き、どのような作品にも適用される。 
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<<小野打 

>>山本 

制作者として、映像作品には必須の音楽に関してはどうか。 

 

<<山本 

イントロのみならば問題がないとと思われがちである。似てしまうことは仕方がない。業界の不文律、

黙認される個所としてイントロを無断使用することはある 

 

<<小野打 

>>竹内 

プロデューサーとしてどうか。 

 

<<竹内 

バラエティではアニメの BGM が使われている。DVD などで出版する場合には権利の料金を払う必要が

ある。例えば、昭和のアニメを作った時。JASRAC で扱っていない著作権について、著作者との交渉を

経験した。音楽は非常に特殊である。また、学生作品で音楽を有名な曲にする場合が多くある。映像

が良くても作品としては認められない。音楽に強い友達を探せというアドバイスを送るほかない。 

 

<<小野打 

大学では学生に、アニメを最初から最後まで制作することを教える。専門学校ではグループで制作す

ることを教える。 

>>山本 

制作者の立場から、原作原案からどのように作るのか。また、スタジオの現状を教えてほしい。 

 

<<山本 

膨大な人数のスタッフが映像、番組制作にかかわる。分業制が進み、アニメでは別の現場で別の人間

が分業をする。1話分のアニメには、5000～10000 枚の絵が必要。それらを分担して描いて、もう一度

集める。何れの工程が落ちても作品が成立しない。作業量としては全ての人が権利を主張してもいい

ほど。だが、全ての人に権利を認めると利益が非常に小さくなり、出資者にお金が帰らない。著作権

は原作、脚本、音楽にのみ適用されている。以上はアニメの分業制作の弊害である。 

 

 

<<小野打 

運用される中では上記の通りだった。 

>>上沼 

アニメ 1枚ごとの権利はどうか。 
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<<上沼 

1 枚ごとに発生する。しかし、元の絵を参考に書いてゆく場合には主張できない。ただ、皆が主張す

ると機能しない。映画などではそこに配慮して著作権を 1人にまとめようとする。 

 

<<小野打 

>>竹内 

製作について、製作委員会の成り立ちを聞きたい。 

 

<<竹内 

メディア展開は制作する前決めている。テレビ、映画、インターネット等、どう周知させるのかを決

定。また、収益化する過程で二次利用についても決定してゆく。DVD 等の作品、キャラクター商品、

ゲーム、サントラ、オリジナル作品ではノベライズ化。原作付きの場合には権利が分離される。二次

三次利用において窓口権が発生し、DVD制作やテレビ放映をする権利を得るために出資をする。場合

によっては窓口権を得たテレビ局が、別テレビ局にテレビ放映権を売るという場合もある。海外に作

品販売をしたり、SNS でゲーム化したり、パチンコ等にする場合も同様である。 

 

<<小野打 

クロスメディアという、一つのコンテンツの多メディア化が進んでいる 

<<上沼 

窓口権は著作権法において明記がない。しかしながら、製作委員会の契約では窓口権が行使されてい

る。非常に特殊な状態。 

 

<<竹内 

上沼さんと話すまで窓口権は自明と思っていた。契約書に必ず明記されており、委員会の組成によっ

て必要経費の負担料金が異なる。 

 

<<小野打 

学生の学ぶ環境を整える必要がある。現場、製作、出資者、法務者からそれぞれ正してゆくべき。最

後に、3 人からそれぞれ占めの一言をお願いしたい。 

 

<<竹内 

ハンドブック最後のページにある、権利の話を生徒に交付してほしい。行使できる権利を知っておく

必要がある。日本は性善説だが、海外は性悪説に基づいている。契約の最低限の知識をスタンダード

にする必要がある。 

 

<<小野打 

>>上沼 

アニメの知的財産知識について上沼さんから 
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<<上沼 

著作権に関して。映画などの製作物の場合はは特殊。権利には 2つある、モダンオーサーとクラシカ

ルオーサーとである。 

1.モダンオーサーは原作、脚本、音楽に生じる権利である 

2.クラシカルオーサーは映画などの制作に伴ってできた著作物/セル画に生じる権利である 

 

アニメの二次利用に関する翻案権に関して 

元の権利者と契約し、映画の収入から二次利用の印税を受け取る権利である 

 

印税に関して 

収入と、譲渡の対価、利益に対する配分の 3つが印税である。日本ではこれらが混同されて使われて

いる。著作物買取ではない場合には著作権使用料が支払われる 

 

アニメの場合 

使用契約に基づいている。映画を原作者と別の人が作る場合。著作物は映画製作者のもので、監督は

全体的創作に寄与している。しかしながら、利益の配分に関しては監督活動費のみ。著作権者として

の主張はできないという契約 

 

映画の場合 

団体交渉で権利を勝ち取っている。アニメはそこまで進んでいない 

 

声優に関して 

隣接権が発生する。この権利は現場でのみ主張可能で、出版後は権利行使不可の場合が多数である 

 

音楽の場合 

業界のルールが特殊である。日本の場合は JASRAC などの権利団体が管理している。製作者も勝手に交

付することはできない。映画の上映の際には、DVD 化するたびに音楽の著作権行使を考えることがで

きる 

 

放送に関して 

個々の契約による。著作権者の承認が必要であり、委員会が権利を保有する場合は委員会内で承認を

得る。配給会社が委員会に参加している場合もある 

頒布権に関して 

流通をコントロールする権利である。いったん売られた後の本などは著作権行使不可だが、映画の場

合は頒布権がある。中古商品の流通をコントロールすることも可能である。マスターフィルムの制作

者には頒布権が発生し、どこで上映するかを決められる 
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キャラクター商品化に関して 

この権利は著作権法に明記がないため、複製権や翻案権による。商品化は、品質によって著作権が影

響を受けるため品質の保持が必要 

 

ゲームノベライズに関して 

翻案権によって判断され、同一性保持権が発生する。著作権と著作者人格権は別で、元の著作を変化

させない権利を著作権者が保持している。著作権は譲渡可能だが、著作者人格権は譲渡不可。例とし

て、宇宙戦艦ヤマトでは同一性保持権の契約をしなかったために訴訟に発展した。映画からノベライ

ズ化をする際は翻案権が発生する。先にある方が著作物とされる 

 

サントラに関して 

サントラは音楽著作者による。声優の声が CDなどにある場合はワンチャンス契約とはとは別物に扱わ

れる 

 

<<小野打 

法律に基づいて契約が進むことがよくわかった。弁護士との協力体制が必要不可欠であり、またそれ

らを学ぶ際の指標がある。知的財産の管理技能検定によってそれらを学んでほしい。 

ありがとうございました 
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【マンガに関わる知的財産権とは？】 

・登壇者 

八窪頼明 

[編集者（『ビッグコミック』『小学五年生』『ちゃお』などの編集長を歴任）] 

上沼紫野 

[虎ノ門南法律事務所弁護士/モバイルコンテンツ審査・運用監視機構事務局長/慶應義塾大学大学院メ

ディアデザイン研究科講師（非常勤）] 

・司会 

小野打恵 

[東京コンテンツプロデューサーズ・ラボ ゼネラルマネージャー] 

 

・議事録 

<<小野打 

マンガの講座を始める。監修に携わった 2 人の紹介をする。 

1.上沼紫野/弁護士。 

知的財産権に関するエキスパートである。 

今回は法律という観点からテキストの監修にあたってもらった。 

2.八窪頼明/元漫画雑誌編集長。 

里中満智子さんの元担当者。 

元担当者として現場の状況を伺う。 

 

マンガは産業的でない。 

編集者と著者の二人作業である。 

漫画家は教育を受ける環境がない。 

学校で教育を受けるということは非常に貴重だと感じる。 

漫画家と編集者の関係からお聞きする。 

 

<<八窪 

大抵の漫画家は編集社を怖がる。編集社は検閲作業を行う会社。 

1.漫画家と編集者は「よりいい漫画を読み手に提供する」目的を共有している。 

2.出版社において漫画家は財産である。 

2 つの点から見て、マンガ家とは仲間である。 

最後まで面倒を見る共同制作者と考えて欲しい。敵対関係ではなく、仲間であり味方である。 

 

<<小野打 

>>八窪 

漫画家は著作権に関する知識があるか。 
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<<八窪 

法律に関しては、マンガ家と編集者はあまり知識が無い。著作権は犯されても犯してはならないと考

えている。細かいことに関しては知らないが、どんな作品でも何かに似てるのは仕方がないこと。ロ

ーマ時代からそれは同様で、まったく同じようにやるのは侵害にあたるという認識。 

 

<<小野打 

映画化の契約での話。ロケにおいては、制作会社と制作プロダクション間で契約を交わさない。 

>>八窪 

雑誌の掲載や単行本の契約についてはどうか。 

 

<<八窪 

雑誌の掲載は口約束である。互いの信頼の上に成り立つ。作品いつができるかわからない。だから、

予告や告知はしない。作品が完成してからはじめて告知する。連載漫画家は５、６編を書いて初めて

連載に挑む。いつまでかはわからないから、契約はしない。成功するかも不明だから、作家も編集者

も怖い。掲載権を買って原稿料を払う場合では、先例に習うので問題にはならない。単行本化や文庫

本化はケースによる。文庫本は昔、長く残る作品をという理由で出版されていた。現在はより読みや

すいという理由で出版されている。他社の作品を文庫化する場合と、本社で連載していた場合は異な

る。コミュニケーションの上で制作するので、有利不利はない。全集の場合は様々な会社の連載を集

めることもある。他の出版社で何年か出版をしないという契約を結ばなければならない。パターン化

は非常に難しい。 

 

<<小野打 

>>上沼 

漫画家が作品に持つ権利はどうなっているか。 

 

>>上沼 

著作権は著作物を作ると同時に発生する。雑誌に作品を複製するという許諾は必要。合意の内容を互

いに了解していれば、成立する。口約束でも契約に当たる。 

 

>>小野打 

<<八窪 

二次創作や盗作にかんしての問題はどうか。編集者として問題への直面した経験について教えてほし

い。 

 

>>八窪 

コミケで、似た作品やキャラクタを散見する。真似をされた場合には文句を言える。海賊版などは権

利の侵害である。著作権の保護のために動くことは、編集者の本来の仕事ではない。持ち込みで、新

人の良くできたマンガもある。担当者が参考にした資料を確認をする。盗作が判明したこともあった。
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山田風太郎の絶版になった作品から盗用した。作品を手に入れられないほどに希尐だった。作品をそ

のまま使ったものだった。山田風太郎への謝罪に行った際に「編集者も全て作品を読んでいるわけで

はない」との返答があった。作家には、何を資料にしたかを自己申告をしてほしい。編集者は、漫画

家の周囲の問題を処理するためにいる。写真集からトレースしたものが単行本の表紙だったことがあ

った。写真協会からの問合せによって判明した。撮影者からしてみれば、作品を撮る過程がないがし

ろにされる思い。何度も謝りに、交渉に行った。作品によっては参考資料に著作権があったりなかっ

たりする。お金で解決するか、あるいは謝意を見せる。ケースバイケースである。時代物の場合では、

考察して制作された資料が多い。資料にもそれぞれ著作権がある。時代もの、歴史もの。時代もので

も、作者の創作が入れば歴史ものになる。 

 

<<小野打 

海外での出版について。日本と海外の間で盗作が多々ある。 

>>上沼 

海外とのやりとりにおける問題はどう解決するか。 

 

<<上沼 

訴訟が起こった国の法律で著作権はやりとりされる。条約によって著作物の権利が守られている。日

本の作品であれば、日本の裁判所扱われる。海外で出版されている場合は出版の停止が難しい。 

 

<<小野打 

マンガの執筆、作ってゆく過程に関して。 

>>八窪 

編集者の関わり方はどうか。 

 

<<八窪 

作家によるが、基本的な事項はパンフレットに準じている。ベテランの場合は、大まかな構成を話し

合って決定する。その後は漫画家が描いてゆく。新人の場合はネームから綿密に話し合う。編集など

に細かく携わってゆく。自分の雑誌をより面白くするために、マンガ家を育ててゆく姿勢。編集は手

助けをするだけ。 

 

<<小野打 

>>上沼 

著作物の定義について聞きたい。 

 

<<上沼 

著作物は表現になった段階で発生する。脚本や設定は著作物にはならない。鉛筆で描いた時点で著作

物になる。表現の形になった時点で保護の対象となる。 
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<<小野打 

>>八窪 

様々なマンガの一次、二次利用についてはどうか。 

 

 

<<八窪 

二次利用に関しては契約書がついてくる。アニメ会社など、細かな部分は契約をしっかりする。作品

と漫画家は出版社の財産である。 

 

<<小野打 

>>上沼 

マンガに対する知的財産の考え方について、どうか。 

 

<<上沼 

法律の考え方、クリエイティブの考え方は異なる。我々は、法律面からクリエイティブを支える。漫

画家には著作権が発生する。著作権は、どのように作品を利用されるかを決定する権利。雑誌掲載や

アニメ化に関しては、編集者と暗黙の了解が成り立つ。ストーリーを利用するは翻案権の許諾が必要。 

 

原作、原案に関して。 

表現を保護するのが著作権である。小説等の表現は著作物である。プロットや原案は保護されない。

漫画の場合、原案において契約している場合もある。著作権の侵害は、どの程度参考したかの程度に

よる。裁判では著作権の侵害にあたらないが、業界ではタブーの場合も。クレジットに表記すること

で解決する場合もある。 

 

資料の利用に関して。 

写真の利用では多数の違反例がある。写真家の著作権侵害に当たり、出版差し止めの例も。1ページ

の違反で残りのページも出版不可になるので、損失は多大。あらかじめ許諾をとることが重要。敏感

になった昨今は JASRAC への許諾の表明が多数。 

 

アシスタントとともに描く場合に関して。 

普通は、アシスタントと作者の契約はしていない。法律上は、アシスタントにも著作権が発生する。 

アシスタントを行う以上は著作権行使をしないという暗黙の了解がある。このことは業界内で理解さ

れている。業界内外ではもめる場合もある。契約書はうまく行かなくなったときに行使される。業界

の慣習によって、了解のレベルがわかる。二次利用等では他業界との契約になるので、契約書が必要。 

 

専属契約に関して。 

作者と出版社において一定期間の専属契約料がかわされる場合がほとんど。他紙に掲載した場合に違

約金を払う必要がある。締切や期限の違反などは、合意事項として契約が成立している。 
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出版の仕方に関して。 

紙ベースでの出版では独占的権利が出版社に存在する。著作権の侵害の場合には出版社が担当する。

しかしながら、電子書籍の場合には出版社による権利行使は不可。「ブラックジャックによろしく」

の例もある。出版社は、紙媒体だけでなく電子書籍における契約にも注意すべき。電子媒体において

は権利行使が別となる。基本的に、印税は 10%前後といわれている。電子出版においては、印税が上

がっている傾向にある。 

 

出版社は二次利用の窓口である。 

普通、漫画家の連絡先は雑誌等に掲載していない。外部とのやりとりにおいて、編集部が窓口となる。

他の版会社の接触や、作者の創作以外の作業への配慮など。契約書に二次利用の窓口を、出版社とす

る旨を書いておくべき。海外との交渉に関しては、出版社を窓口とする契約が多数。英二郎でも尐女

漫画の定義がある。海外でのマンガが左閉じから右閉じに変化している。擬態語の理解も広がってい

る。擬態語の脚注が書いてある。日本のマンガ文化は、海外でそのまま受容されている。海外で受容

されている今だからこそ、日本での権利制度を整えるべき。 

 

翻案権に関して。 

翻訳出版は、翻訳をする段階で翻案権が発生する。英語にした文章は、英訳した人に権利がある。マ

ンガのアニメ化やドラマ化においては、ストーリーの改変もある。それらは、翻案契約の内容による。

ストーリーの改ざんは、事前にしっかりと設定すること。そのことを確認するべき。品質保持は権利

者による。 

 

<<小野打 

>>八窪 

漫画について学ぶ場の関係者がこの場に多数いるが、どのようなことを心がけてほしいか。 

 

<<八窪 

外務省の国際マンガの審査をしていた時の話。書き文字は、尐女マンガでは読者を共感させるために

ある。絵の中に書き文字を違和なく溶け込ませるにはどうするかが重要。漫画では、おもしろさとは

何かが問われる。書いている人が面白さを解説してもわからない。漫画は伝達手段だから、面白いこ

とを面白く伝える必要がある。伝達手段を如何にするかが漫画家の腕による。面白くなければマンガ

ではない。マンガに必要な要素を知ることが重要。おもしろさを伝達して、初めてマンガになる。雰

囲気や表情、仕草や雰囲気を描けること。マンガ作品は伝達手段の 1つである。伝達手段をどうする

かを考えれば、マンガは面白くなる。 

 

<<小野打 

>>八窪 

今現在、漫画の読者が日本から海外へと広がっているが。 
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<<八窪 

マンガの面白さについては、機会があったら話したい。伝達者としてのマンガの話をしたい。編集者

は作者の味方だから、相談してほしい。 

 

<<小野打 

権利を守るための手段として、今回の検定を利用してほしい。講演等セミナーを開催中なので、関心

のある教育者等はぜひ参加してほしい。有り難うございました。 
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【ゲームビジネスにとっての知的財産権とは？】 

・登壇者 

飯田和敏 

[ゲームクリエイター（代表作に『アクアノートの休日』、『巨人のドシン』）] 

上沼紫野 

[虎ノ門南法律事務所弁護士/モバイルコンテンツ審査・運用監視機構事務局長/慶應義塾大学大学院メ

ディアデザイン研究科講師（非常勤）] 

・司会 

小野打恵 

[東京コンテンツプロデューサーズ・ラボ ゼネラルマネージャー] 

 

・議事録 

<<小野打 

監修に携わった 2 人の紹介をする。 

1.上沼紫野/弁護士。 

知的財産権に関するエキスパートである。今回は法律という観点からテキストの監修にあたってもら

った。 

2.飯田和敏/ゲームクリエイター。 

現在はデジタルハリウッド大学で講師をしている。クリエイターとしてゲーム制作現場の状況を伺う。 

 

<<上沼 

ゲームはプログラムで、映像の著作物。データの著作物として保護される、という判例がある。著作

物は作った時から著者がもつ。全体で創作に寄与した人が著作権所有者である。お金を出した人が著

作権所有者。制作者が会社の従業員の場合には、会社が著作者となるケースがほとんど。注意すべき

は、会社が著作者の場合。制作社員が会社を移った時に、権利侵害になるケースがある。PCゲームで

も、出資する発売元が権利者の場合も。 

 

<<小野打 

>>飯田 

クリエイターを目指す際に、会社が権利を所有することに関してはどうか。著作権、クリエイターの

権利について。 

 

<<飯田 

大抵は、法的知識のないまま仕事に携わる。自分達が知的財産を制作をしている、という認識はない。

財産といわれてもピンとはこない。権利を所有しているという認識は希薄である。自分が制作した作

品の続編がいつの間にかできているというケースもある。 

 

<<小野打 

マンガの場合、はっきりしているように感じる。アニメの場合は産業的ゆえに、資本の持ち主が権利
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者となる。ゲームはアニメの形態と類似している。 

>>飯田 

将来変化してゆくと思うか。背景などのデザインの源泉をどこから抽出するのか。 

 

<<飯田 

商業利用と非商業利用で全く異なる。ゲームには様々な人が関わる。5～10 人の場合にはルールの共

有は簡単である。100 人規模や、海外とのやりとりにおいては管理しきれない。 

>>上沼 

フリー素材での権利関係についてはどうか。 

 

<<上沼 

フリー素材は使用条件を見たうえで使わなければならない。フリーといえど、著作権はある場合がほ

とんど。明記されている条件を守らなければいけない。ロイヤリティフリーという言葉が多義的。 

定額のロイヤリティを払えば一定期間いくらでも使える。ロイヤリティフリーでもお金を払う必要が

ある場合もある。 

 

<<小野打 

アニメや漫画における背景のデザインで、写真からの盗作の例があった。車やスポーツ選手等の実物

を使用する場合もある。 

 

<<飯田 

ファミコンレベルでは商業の侵害になるほどリアルではなかった。ここ 20 年間でそのリアリティが増

し、実物の登用が価値に繋がるという認識が広がっている。そのため、メーカーに許諾を得ることも

ある。 

 

<<小野打 

>>上沼 

商標登録があるものを使用することや、実在の場所や施設が登場することは法的にはどうか。商標登

録に関して。商標が登録されている分野で使うと商標権侵害になる。ゲームの中に登場する場合には

権利侵害にはならない。現実世界での利用は不正競争防止法におけるフリーライドの処罰に当たる。 

例 

仮に、日産のサニーが人気とした場合。サニーをゲームで主に使うには、慣習としては日産に確認を

取らねばならない。ゲームそのものが日産と関連としていると誤認されるために、権利侵害に当たる。 

 

<<飯田 

写真の場合。東京スカイツリーを背景に使用すると、関係者から違反を主張される。 
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<<上沼 

2 通りある。法律的を根拠に主張する場合と、根拠なしに主張する場合。日本企業は基本的に保守的

である。故に許諾を先々にとる。許諾をとることによって勝手に権利が生まれてゆく。このことによ

って、権利以上の権利を主張する無関係者が多くなってゆく。エッフェル塔やスカイツリー、金閣寺

などは主張が激しいと聞く。 

 

<<飯田 

スカイツリーを劇中で燃やせばいいのか。 

 

<<上沼 

名前を出すのはいいが、スカイツリーは無理かもしれない。 

 

<<小野打 

クレジットを付けることに法的根拠があるのか。ライセンス商品はライセンス料による利益目的。法

的に正しいかどうかは微妙。ゲームはクリエイターがいなければ製作できない。映像においては監督

印税がある。アイデアは企画書に明記するのか、プレゼンで明らかにするのか。 

 

<<飯田 

場合によって異なる。ゲームはサブジャンルによって成立する。ゲーム業界でひとまとめにしない方

がいい。スポーツや格闘など、様々違う。現場のスピード感に身を置いた時に、権利かマナーかわか

らず混乱する。知的財産の創造のためにも権利侵害をせず、させないことが重要。権利は契約による。 

ディレクターは作品のリリース時に判明することが多数。 

 

<<小野打 

企画書など、様々な形でアイデアが生まれる。 

>>上沼 

著作権はどう手順を踏んで生じるか。 

 

<<上沼 

ゲームには様々な二次創作がある。シナリオなどから発生する。サウンドノベルのアイデアは著作の

主張が不可。新たなシステムに関しては、機密保持契約をして権利を保持する必要がある。 

 

<<小野打 

ゲームの海賊版の出版や、アプリケーション化も多い。 

>>飯田 

特に海賊版への対応は深刻と聞いたが。 
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<<飯田 

マジコンは本来はバックアップの役目を持っていた。使い方はユーザーモラルによる。様々な働きか

けによって法整備された。マジコンは違法になった。ツリーゲームの類似性など、システムは保護さ

れない。それはそれで正しく、それによって遊びが広がる。サッカーの考案者は、スポーツを創造す

ることによるリスペクトを得る。 

例 

同じシステムを転用したゲームの場合。「ひぐらしのなく頃に」は、「弟切草」のシステムの流用。

互いにリスペクトしいい影響を与えているため、法律の問題は別ではある。 

 

<<小野打 

>>上沼 

オンライゲームのサーバコピーに関しては、どうか。海外への対応の難しさがあると聞く。アプリゲ

ームで、類似性から争う場合は。 

 

<<上沼 

ベルヌ条約によれば加盟国の著作権は保護される。各国で著作権法違反と判定されればスムーズに対

処される。著作権法違反に処罰が付随していないと現地に赴いて対処する必要も。日本の著作権法の

影響範囲と、警察活動の海外での行動制限によって取り締まりが困難。システムは保護されないが、

技術的手段は特許として保護される。サウンドノベルなど、技術が異なっても音楽がどのタイミング

で流れるか、など。違反には当たらない。誰でも使っている部分は、著作権違反にあたらない。オリ

ジナリティがあって初めて違反。最高裁は著作権法にかんしておかしい。 

 

<<小野打 

>>飯田 

ゲームの制作方法や、スタッフ、外注に関してお聞きしたい。 

 

<<飯田 

10 人以上で製作する場合もあれば、100人以上の場合もある。オンラインゲームの場合は、規模は中

くらい。サーバー管理やメンテナンスを継続する技術者が必要になる。デバックや、リリース、イベ

ントの企画等の新しい仕事が発生する。携帯ゲームの場合だと、規模は小さい。現在、サウンド要素

はあまりないが、徐々に増えてゆく。制作の進行に関しては、テキストのように明確に規定はできな

い。私はシナリオと絵が得意だが、プログラムなどは外注している。順々に信仰する場合もあれば、

同時進行の場合もある。プロデューサー、ディレクターは、知的財産の知識が必要。 

 

<<小野打 

>>飯田 

ゲーム中のアニメについて、二次利用と制作者について聞きたい。 
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<<飯田 

ケースによる。大乱闘スマッシュブラザーズのディレクターはプログラマー。カービィはシナリオ執

筆の人が全体監修していた。二次利用は、権利ではなくマナーによる。コピーライトを持っている人

に、二次利用に関しても監修を任せる。それによって、二次利用はファンに本物としてみなされる。 

 

<<小野打 

>>上沼 

ゲーム化について、最低限の必要知識はどんなものか。 

 

<<上沼 

ゲームの場合はパブリシャに著作権がある場合がほとんど。開発会社が著作権を持つことが普通。プ

ログラマーと開発委託契約を結ぶ場合もある。著作権の譲渡契約が入るだろう。小説など原作がある

場合は、ゲーム化する際に翻案権の問題が生ずる。パチンコ、パチスロなどでも同様。原作利用契約

やキャラクタデザイン利用契約など。オリジナルならば考慮がなくても問題なし。社内ディレクター

であれば会社が著作権保有する場合がほとんど。フリーランスの場合はケースによる。声優、実演家

の権利に関しても同様。音楽の著作物では、JASRAC 等の管理によって権利譲渡は難しい。普通、ゲー

ムソフトの発売は複製権が関係する。パブリッシャが著作権保有をしている場合がほとんどなので、

ライセンスはあまりない。 

 

<<飯田 

広告などではフェイスブックなどと公衆送信権等の話し合い。著作権を会社が持っている場合は、ク

オリティ維持のために有名ディレクターに継続して関わってもらうことも多い。 

 

<<飯田 

声優のワンチャンス主義では、ゲームとアニメの場合を別に録音する方がいい。 

 

<<上沼 

複製物が出版される場合、YouTube でトレーラーのためのクリッピングをされても文句は言えない。 

 

<<飯田 

著作権の尊重が重要である。ゲームのプラットフォームの改新など。権利の主張によって創造性が損

なわれる可能性が大いにある。創造性を損なわないような権利の学習をしてほしい。 

 

<<上沼 

使うものと使われるものの調整が著作権法の目的。 

 

<<小野打 

マンガやアニメに関して。ゲームの場合は特に多種多様。映画でも音楽でも、単独の会社で制作する
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場合では問題は表面化しない。かつてはゲームもそうだった。現在はゲームでも、細分化された部分

を多岐にわたる企業が担っている。知的財産の知識が、よりクリエイティブになるための材料の一つ

となれば。 

ありがとうございました。 
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【メディアアートにとっての知的財産権とは？】 

・登壇者 

八谷和彦 

[メディアアーティスト（代表作『ポストペット』、『オープンスカイ」』等）] 

森山朊絵 

[東京都現代美術館キュレーター（東京都現代美術館学芸員・東京大学情報学環非常勤講師）] 

上沼紫野 

[虎ノ門南法律事務所弁護士/モバイルコンテンツ審査・運用監視機構事務局長/慶應義塾大学大学院メ

ディアデザイン研究科講師（非常勤）] 

・司会 

小野打恵 

[東京コンテンツプロデューサーズ・ラボ ゼネラルマネージャー] 

 

・議事録 

<<小野打 

監修に携わった 3 人の紹介をする。 

1.上沼紫野/弁護士 

知的財産権に関するエキスパートである。今回は法律という観点からテキストの監修にあたってもら

った。 

2.八谷和彦/メディアアーティスト 

ポストペット作者である。アーティストの姿勢と現場の状況を伺う。 

3.森山朊絵/都現代美術館キュレーター 

東大寺での展示も行った。キュレーターとして現場の状況を伺う。 

>>八谷 

メディアアート創作において気に掛かることや問題を教えて欲しい。 

 

<<八谷 

創作においては、勝てないケンカをせぬように創作する。共同制作における気遣いはある。テディベ

アの使用は似たものが無いようにした。多尐トラブルの種はあったものの、コモンセンスにおいて訴

訟には至らず。制作目的の主眼として、法律の遵守はない。ビジネスではないから、アートは自由度

が高い。紙幣を白地に描くなど、挑発的な行動もアートに含まれる。法律に関してはある程度調べ、

負けないようにする。 

 

<<小野打 

>>森山 

展示における著作権への配慮や、気遣いについてお聞きしたい。 

 

<<森山 

メディアアートの一般化が進んでいる。このことは、複製可能技術が普及したことによる。権利、テ
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クノロジーを考慮に入れての展示をしている。今後気遣いがさらに必要となるだろう。気にかけるの

は、作品におけるテクノロジーがどのようなものか。 

1.アーティストがテクノロジーの開発を行ったのか。 

2.既存のテクノロジーを使った作品か。 

3.テクノロジーの提供を受けることができるか。 

使用方法の刷新によるアートの進化、アーティストが開発したテクノロジーの保護が必要である。ま

た、アート作品と学校の課題における認識と使用方法に関して認識が足らないと感じる。 

 

<<小野寺 

>>上沼 

作品はどのような状態で著作物となるか。アート作品、あるいは美術館での展示方法についておきき

したい。また、特許は発表前に申請する必要があるが、その点はどうか。 

 

<<上沼 

著作権は具体的表現を保護する権利である。よって、アイデアは保護されない。具体的表現に落とし

込まれ、初めて保護の対象になる。テクノロジーの新しい使い方は保護され得ない。作品そのものと

してしか保護されない。技術そのものは特許によって保護が可能。どのような技術を使うかが保護の

対象であって、どう使うかは保護の対象外である。そのような状況に対応する必要性があると感じる。

発表前に申請をしておくことが重要。周知の手法になると著作権は主張できないため。展示に関して

は著作者と展示主催者の関係による。 

 

<<小野打 

建築物の写真流用や、他社作品の組み合わせに関してはどのようにすべきか。 

>>八谷 

素材や他人の作品の流用に関してはどうか。 

 

<<八谷 

メガ日記では、参加者に条件の交付を許諾得て契約をした。著作権は親告罪であり、アートにおいて

は許容する必要がある。キュレーションは、作品の良し悪しによってのみ行われえる。著作権の侵害

も覚悟をしたうえで作品を発表し、キュレーションしてもらう。キュレーターはアーティストと信念

を共にしていると思っている。 

 

<<小野打 

著作権侵害は、アートにおいては新しい試みとして侵されることが多い。 

>>森山 

信念を共にすると言う八谷さんの言葉に関して。著作権侵害とみなされる問題の顕在化に関して、キ

ュレーターはどうか。 
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<<森山 

展覧会での立案と予算要求は、1 年単位で企画の準備をしてゆく。依頼状と許諾先をリストアップし

て各々オファーをする。コラボレーター、撮影者、モチーフ、出資者に許諾を得る。謝礼の発生に関

わらず必ず許諾を得るようにしている。また、覚書や協定書を書く。慣例によるもので、誠実なやり

方として全うする。ともに開発してゆく場合には協定を前提とするが、確信犯的に進行する場合もあ

る。 

 

<<八谷 

著作権侵害は、アート作品から広告への流用が頻繁。 

 

<<森山 

アイデアは流用されることが多い。どのように保護して、固有の作品として認知されるか。アイデア

や見せ方は、広告に盗用されることも多々ある。アート展として取り上げられれば、固有の表現とし

て認知される。それによって保護に値すると認知される。 

 

<<小野打 

引用と手法において、著作権に対するアーティストの挑戦について。作家と作品を守護してゆくキュ

レーターの立場について。 

>>上沼 

日本と海外における考え方の違いはどこにあるか。アイデアを守る、素材の組み合わせ方の企画から

の保守について。著作物には当たらないが、守る手段は無いか。 

 

<<上沼 

表現の自由と著作権法は対立事項である。著作権法立法時に、表現の自由との対立は織り込み済み。

しかしながら、著作権法が表現の自由よりも上位にある。表現の自由を訴えることは認められつつあ

る。肖像権やプライバシーに関しては、表現の自由が対立事項としてある。なぜか、著作権法は対立

事項として挙げられない。著作権法は技術面での法律であり、極めて限定的。裁判所は厳しく限定す

るべきという姿勢をとっている。著作権法は公正な引用として、明瞭区分性をあげる。引用したもの、

されたものが明確に分かれている必要がある。分量も要件として必要とされる、とされている。上記

のことは条文にはない。そのことは、日本においてパロディが発展していないことにつながっている。 

 

例 

1.白川さんの、雪山でシュプールを描く写真にタイヤ跡をつけたパロディが、違法とされた件。 

2.様々な小説を引用して文章化した作品が、違法とされた件。 

 

表現の自由はアメリカでは、特に重要視されている。トランスフォーマティブと呼ばれる概念。新し

い表現として認識されれば、表現の自由にあてはまる。そのため、著作権侵害には当たらない。日本

においては、新しい表現だとしても著作権侵害に当たる。著作権者が立場的に強い。このことは、ロ
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ビー体制の弱さによる。著作者の声の大きさが立法過程に大きく影響している。クリエイティブコモ

ンズなどによる活動もあるが、保守的な状況。アイデアの保護は、メディアアートでは必須であると

いう認識。一般化した際の問題点として、ビジネスにおける例がある。amazon のワンクリックが保護

の対象に当たるか、という裁判の例があった。アイデアを簡単に保護の対象とするかは難しい。法律

以前にモラルに訴える必要がある。 

 

<<小野打 

>>八谷 

広告では、クリエイターは最前線のアート作品を取り入れてゆく傾向にある。このことはどう考える

か。 

 

<<八谷 

非常に悪い状態だと感じる。著作権の適用によって活動が難しくなるのは、アーティストがビジネス

を目的の主眼としないため。その点から考えても、アートをビジネスとして使うことは意に反する。 

 

<<小野打 

例えば、画面から文字をはみ出させることが最先端とされ流行として普及したことがあった。アーテ

ィストは冒険的に作品を作る。それらをビジネスに適用することは利益再配分にあたる。固有の表現

として認知されることが重要。 

 

<<八谷 

アイデアや手法は抵触しない。堂々とパクる場合は愛がないと感じる。反例として、エヴァンゲリオ

ンの明朝体などは愛を感じる。 

 

<<森山 

明朝体は、犬神家の一族からの引用だった。 

 

<<八谷 

エヴァの件は、把握してやっている。法律を厳しくすると、表現者は肩身が狭くなる。境界線を明瞭

にすることが必要。著作権についての知識を順守すべき、という教育は不要。美術館の役目は文化的

活動を収集で、収集は法律とは別の基準による。 

 

<<小野打 

>>八谷 

メディアアートの定義に関して。現代美術の一部なのか、現実にどうあるのかの紹介をして欲しい。 

 

<<八谷 

メディアアートはコンテンポラリーアートに吸収されて消滅する。細分化によって法の適用が変化す
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ることはない。メディアアートはテクノロジーの応用であるから、手法やアイデアは盗用される。表

現はモラルや道義によって保護されるべき。 

 

<<森山 

メディアアートは普遍的になってゆく。メディアアートの義務教育が 2002 年から始まった。表現や価

値観はある時期に一斉に出現して、一世を風靡する。表現が近過去になると、恥ずかしい。革新的だ

った表現がスタンダードに変わる。忘れられたころに、新しいものとして再び取り上げられる。メデ

ィアアートが普遍化しているのが現状である。既存のテクニックを新しい手法で新しい作品に昇華す

ること。トランスフォーマティブの認識は広がりつつある。1950-1960 年代は新しい価値観や文化の

出現の時期。そのような構造を認識することが必要である。それらを分類して名づけることが今でき

ること。保護の対象として認めることが必要。 

 

<<小野打 

作品の発表方法は、携わる人の方法論の変化による。 

 

<<森山 

深く考えないことが必要である。美術館に設置できるかに関わらず、どのようなものも芸術として主

張される。アイデアの保護を如何にするかは命題の一つ。「巨神兵東京に現る」は、総合芸術だから

こそ様々な解釈が可能である。展覧会における映像作品なのか、解説作品なのかそれぞれ定義が出来

る。覚書による契約や、写真での記録も必要。インスタレーションの写真は作家や展覧会、さまざま

な人への確認が必要。特に雑誌掲載においては、ないがしろにされているのが現実。再確認が必要と

感じる。 

 

<<小野打 

全ての芸術、新しい表現には法律が後追いという形式になっている。先端を行くアートと法律の矛盾。 

>>上沼 

アートに対する法律的立場からのとらえ方はどうか。 

 

<<上沼 

インターネットに関して無考慮なのが著作権法である。原著作物はデジカメのデータには適用不可。

著作権法は増築を重ねた大きな家屋に例えられる、燃えたらみんなが死んでしまう。情報は誰でも使

えることが原則。著作権法の本来の目的は、限定した情報に権利を与え、文化の発展に寄与すること。

しかしながら、他人の作品を盗用してはいけないことが第一原則になりつつある。著作権保持者は訴

えることによって、やってはいけないということをアピールすべき。起訴によって、モラルを訴える

こと。訴訟を怖がらないこと。権利行使は正当である。 

 

<<小野打 

アーティストは挑戦的行為をする。キュレーターは作品保護の担当。 
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例 

100個のターンテーブルを渦巻き型に並べたリミックスを行った。アーティスト主導で DJを集めて音

楽を作るパフォーマンス。これは音楽としてとらえられるのか。レコードの版権者、著者は JASRAC

に訴えられていた場合どうだったか。 

 

<<上沼 

法律は制度であるから、制度の枠内での表現が対象になる。表現者にとっては、枠組みにとらわれな

いことが重要。自分の権利を守ること、余分な争いに巻き込まれることを避けること。そのための法

律であり、そのことが基礎知識が必要とされる理由。著作権はどのような権利でどう守られているの

かを知る必要がある。50 年たてば著作権は失効して、パブリックドメインとして使える。法律やモラ

ル的にも、著作権違法を細分化して伝えることは不要。 

 

1 つの作品の中には、複数知財権利がある場合も。音楽では作曲家、歌い手、レコード製作者に権利

がある。メディアアートに関しても同様。写真であれば撮影者、被写体、出版社など。きちんと認識

しておくことで、許諾を得ることが容易。日本では調和的な考え方に基づく。契約に基づかない、言

質によるなど大分アバウトな箇所もある。理解したという証拠として、契約をする必要があるのでは

ないか。約束事をした場合には、意識して書面に起こすべき。6、7 ページは著作権の技術的な偏りを

表す。インストールは複製権に抵触している。複製権には使用項目が含まれないが、使用されている。

どこまで契約によって制限されるかを知っていれば、武器になる。例外規定が限定的である。裁判で

提出する際にはコピーが可能であったり。特許申請の場合にはパンフレットのコピーが著作権違法に

なるか否かなど。マニアックな話へと発展する。 

 

アイデアは特許権によって保護される。発表すると保護の対象には当たらない。学会で発表すると、

公知の事実に当たる。特許の取得可否を、学会での発表前に検討しておくことが必要。アイデアは守

れないが、守る場合には秘密保持契約を結ぶことしなければ使われても文句を言えない。契約を結べ

ば文句を言える。自分で自分の身を守ることが可能。 

 

<<小野打 

>>八谷 

メディアアートに関して、アート教育の中でどのように知的財産の教育をとらえているか。 

 

<<八谷 

知財によってアーティストの道徳を教育できるのではないか。大学内での課題等、作品との違いの認

識に適用できる。 
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<<小野打 

>>森山 

学芸員に対する教育の中で、知財教育はどう扱われているか。 

 

<<森山 

著作権の目的について。アートは変化しうる、法律も変化が必要である。このことも、知的財産につ

いても学芸員は教わらない。パーマネントコレクションにおいても、発表前に作家に確認をとる。作

品制作における発信保護。アイデアや企画においても育成、保護が著作権的に必要である。愛のない

引用の抑止力として捉える。トランスフォーマティブについて考察をすすめてゆきたい。 

 

<<小野打 

４つの分野で分類したのは、文化庁の分類による。マンガ、アニメ、ゲーム、それぞれの場合でどう

違うか。法律と表現の相容れない範囲が各々にある。非常にスリリングなセミナーとなった。 

>>上沼 

法律的に、アートをどう捉えるべきか。 

 

<<上沼 

著作権法は作品のために存在する。著作者をリスペクトするための法律。アート以外においては産業

に関わるため複雑。アートの場合では金銭の関与がないため、対立事項が明確。問題意識を持つ人が

増えれば状況は変わりうる。 

 

<<小野打 

アーティストを育てることのむずかしさについて理解を得た。 

知的財産の知識が、よりクリエイティブになるための材料の一つとなれば。 

 

<<上沼 

日本には資産がないため知財は重要である。自由に使える場合もある、ということを周知してほしい。

著作権法に例外規定があるということを知らないひとが多い。学校教育においては特にそうである。 

 

<<小野打 

アートの垣根が低くなっている。人々にとってアートが身近になりつつある。 

>>森山 

学芸員など、マネジメントをする人から一言お願いしたい。 

<<森山さん 

知ること、驚くことが多かった。アート領域においては、1 人で製作する場合もある。また、多人数

でクラウド的に作り上げられることも多い。自由に思考し、表現するための認識を得るための知的財

産について。より気づきに意識的にありたい。 
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<<小野打 

>>八谷 

アートに携わる人からお願いしたい。どのように活用出来ると感じたか。 

 

<<八谷 

アーティストは著作権に縛られすぎると困る。卒業者は様々な業界に携わるから、基本的な知識は必

要。起業とタッグを組む場合もある。全般的な知識として著作権の本来の考え方を知る必要がある。 

 

<<小野打 

メディアアートは戦争の前線である。法律を守るために行動するわけではなく。より良い暮らしを実

現するための法律である必要がある。 

ありがとうございました。 
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【知的財産検定の紹介】 

※各講座共通 

【アニメビジネスにとっての知的財産権とは？】【マンガに関わる知的財産権とは？】 

紹介者：近藤泰祐[知的財産教育協会事業部長] 

【ゲームビジネスにとっての知的財産権とは？】【メディアアートにとっての知的財産権とは？】 

紹介者：小野打恵[東京コンテンツプロデューサーズ・ラボ ゼネラルマネージャー] 

 

2008年から国家資格化した知的財産管理技能検定を、企業等における指標として利用してほしい。3

級があれば自分の権利の保守ができ、他人の権利の侵害を防げる。級が上がると実務経験が必要にな

ってくる。2012 年 7月までに 13 万人以上が受験。4.4 万人以上の技能者がいる。 

 

背景 

現在、日本のコンテンツビジネスを海外に打ち出すのは困難である。日本の良質なコンテンツを海外

に打ち出すシステムを作ることが必要不可欠である。問題は権利状況の複雑さにある。それらの知識

と技能をもった人材を育成することが必要である。多数の有名コンテンツ企業の人が受験している 

 

受験モデルと現状 

理想としては学生のうちに 3 級、社会人になって 2 級、プロデューサーが 1 級。7割程度の受験者が

合格している。3級は企業コンプライアンスのレベルである。半分近くは著作権関係で、学科と実技

がある。 

 

活用状況 

3 級だと学生は 3割ほど。芸術系の出身者がそのうちの 2.2％であり、受験率は低い。要望があればリ

ーフレットの送付が可能である。 
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【知的財産管理技能検定のご紹介（テキスト）】 
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（別紙） 
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事業の成果と今後に向けて 

１．本事業の成果 

本事業によって、メディア芸術 4分野の教育機関である大学（大学院・短大含む）196校、専門学校 385

校に知的財産教育の教材を配布し、今後の知的財産教育の普及機会をつくることができました。 

教材の配布とともに行われたアンケートの結果では、依然として知的財産教育の普及が進んでいない実

態に関する回答が得られ、知財教育に対して意識は高まっているものの、メディア芸術分野の教育機

関では、いまだ立ち遅れている現状が確認されました。 

また、アンケートに回答いただいたメディア芸術分野の教育を行う大学・専門学校の教員の方は、知

財教育に意識の高い教育機関に所属されていることが予測されるため、実際の実施率はアンケート調

査よりも高くないと想定されます。 

こうした現状に対して、モデル講座ではメディア芸術 4分野の教育機関から延べ 91名の教育指導者が

参加し、各教育機関に知的財産教育のノウハウを持ち帰りました。 

 

2．今後の課題 

■教育機関のカリキュラムの全体像における知財教育の位置づけについて、踏み込んだ分析を行い、

メディア芸術 4 分野の教育機関に教材を使用したカリキュラム開発が必要となります。 

■知的財産教育の教材について、メディア芸術 4分野の教育機関での認知度の向上と活用についての支

援活動が必要と考えられます 

 

3．今後の実施計画 

[メディア芸術４分野に関わるイベントでの知財教育講座開催] 

東京コンテンツプロデューサーズ・ラボでは、教材開発の協力を得た団体などに協力いただき、学生

や教員も参加するアニメ、マンガ、ゲーム、メディアアートのイベント等で、モデル的な講座を行っ

ていきます。 

 

[教育機関の要望に応える教材の配布] 

東京コンテンツプロデューサーズ・ラボでは、今後も教育機関からの希望に応じて教材の pdfファイ

ルの配布を行います。 

 

[教育機関の要望に応える出前講座を実施] 

東京コンテンツプロデューサーズ・ラボでは、教育機関からのモデル的な講座を開催したいという希

望には、日程・講師を調整して、出張講座を行います。 

 

こうした試みが広がり、上記の課題を乗り越え、こうした一連の本事業のまいた種が、やがてメディ

ア芸術分野における知財教育の充実、知財管理に優れた人材の輩出に結びつくことを願ってやみませ

ん。 
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お問い合せ：東京コンテンツプロデューサーズ・ラボ 

〒161-0033東京都新宿区下落合 1-1-8(東京アニメーションカレッジ専門学校内） 

TEL：03-5338-9822 / MAIL:info@tcpl.jp 


